
令和４年度

労働保険年度更新業務について

富山労働局労働保険徴収室
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令和４年度 年度更新申告のポイント

今年度、特に留意すべき点

◆ 雇用保険率の２段階引き上げ（令和４年４月・10月）
⇒ 概算保険料を年度の上期（４～9月）と下期（10月～３月）に分けて一旦計算し、申告書に合算額を記載

概算の雇用保険料について、２段階で引き上げられた保険料率で算定する。２段階の料率で算定する
（賃金集計表内の破線以下の欄で、概算保険料（雇用保険分）算定内訳を計算する)

👉 詳しくは、3ページを参照 他、申告書の書き方（継続事業:緑【賃金集計表の書き方P16、17】）

事業主に次の事項をもれなく説明をお願いします。（※【令和4年度雇用保険料率のご案内】リーフレットを活用。）
ア 雇用保険料が２段階で引き上げとなったこと（4月、10月）
イ 概算保険料を所定の方法により算定する必要があること
ウ 被保険者の本人負担分の給与からの控除は、引き上げ後の雇用保険料率で行う必要があること

（注） 概算保険料額について引き上げ後の雇用保険料率で計算されない場合、
来年度に確定不足額が生じるため保険料負担が大きくなる可能性があります。
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◆ 雇用保険率の２段階引き上げ（賃金集計表の記入の留意点）
今年度の賃金集計表には、概算保険料（雇用保険分）欄が設けられている。記載に当たっての留意点は、次の１、２のとおり。

⇒ 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の概算保険料（雇用保険分）算定内訳欄（集計表下部（破線の下））

１ 集計表破線以下の「②保険料算定基礎額」（適用期間:上期 4／1～9／30、下期 10／1～3／31）
次の２つのいずれかにより算定する。

（１）令和４年度の賃金総額の見込額が、令和３年度の賃金総額と比較して、２分の１以上２倍以下の額となる場合
※多くはこれに該当

⇒ 令和３年度の賃金総額の２分の１の額をそれぞれ記入する（上期は②の（イ）、下期は②の（ロ）に記入）
※ ２分の１にした結果、千円未満の端数が出る場合は、上期には切り上げた額を、下期には切り捨てた額を、それぞれ記入する

（２）令和４年度の上期・下期の各期間に使用する予定の労働者に係る賃金総額の見込額による場合
※季節により賃金総額が変動する場合、年度途中で事業廃止予定がある場合などが該当

⇒ 上期・下期でそれぞれ集計した賃金総額を記入する（上期は②の（イ）、下期は②の（ロ）に記入）
※ それぞれの期の賃金総額に千円未満の端数が出る場合は、その端数はそれぞれ切り捨てる

２ 集計表の「④概算保険料額」
上期と下期の賃金総額（算定基礎額）の（イ）と（ロ）にそれぞれの雇用保険料率を乗じて算出した額を合算する（（ホ）と（へ）を合算）

※（ホ）と（ヘ）に１円未満の端数が生じた場合は、
端数は切り捨てずにそのまま合算し、合算の結果、１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる

。
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□ 一括有期メリット事業場の申告書のメリット増減率の印書誤りによる再発行

 令和４年度申告書には、⑨（ロ）及び⑬（ロ）の労災保険料率欄にメリット増減率が印字される
予定だった。

増減率の「＋」「－」が印書漏れとなり、本省から対象事業主あて５／２７通知文書を発送。

 ⇒ 富山局では、事業主の混乱を防ぐため申告書を再度印書し、５／２７発送（※）

（再印書により「＋」「－」を正しく印字。対象事業主へ「再度発行した申告書」を使用するよう周知済）

（※）発送に使用した封筒は次のとおり ＊封筒表面には表示シールを貼付 ⇒⇒⇒

 個別事業場・・・所掌１用封筒（緑色窓あき封筒）で送付
 委託事業場・・・事務組合ごとにまとめ、局封筒（茶封筒）で送付
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再発行

一括有期事業 年度更新申告書

※こちらで申告してください



１ 労働保険の年度更新とは

 前年度の概算保険料を精算するための確定保険料の申告・納付、新年度の概算保険料の申告・納付する
ための手続き。

 年度更新の申告手続きは、毎年６月１日から７月10日まで。

令和４年度は、６月１日（水）から７月１１日（月）まで

・4月1日から翌年3月31日まで が「保険年度」

労働保険の保険料は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間（保険年度という）を単位とし、その間のすべての労働者（雇用保
険では被保険者）に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定する。

注意してください！

申告書 概算保険料算定内訳の ⑬保険料率欄は、労災保険料率（ロ）のみ印字されている。

「労働保険率（イ）」及び「雇用保険分（ホ）に雇用保険料率」の印字がありません。

（年度途中で雇用保険率が変更されるため）

5



２ 申告の種類

個別事業であれば、以下の３種類。

・継続事業

・一括有期事業

・雇用保険分

所掌「１」は 継続事業。

林業は、基幹番号が「５」で始まる５０万台。

建設の事業は、基幹番号が「６」で始まる６０万台。

所掌「３」は 雇用保険分。

・建設の事業は、一括有期事業総括表、一括有期事業報告書を提出する。

立木の伐採の事業は、一括有期事業報告書のみ（総括表はない）。
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３ 継続事業の年度更新

【賃金集計表】申告書の書き方（継続事業：緑【労働保険対象者の範囲P12、13】【賃金の範囲Ｐ14参照】）
※保険料算定期間中（令和3年4月1日～令和4年3月31日）に支払いが確定した賃金は、算定期間中に

実際に支払われていなくとも算入してください。

・賃金は手当等を含めた支払総額。（税金その他社会保険料等の控除前。）

・労災保険は、短時間労働者（アルバイト等）も対象。

・「労働者の範囲」

役員で労働者扱いの者は、労働者として申告。

申告対象は役員報酬を除いた賃金部分。

・人数は、年間（12か月間）労働者÷12（端数切捨）。
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【申告書の記入】（申告書の書き方（継続事業：緑【Ｐ18、19参照】）

・賃金集計表から転記 ④欄、⑤欄の記入漏れに注意

④欄 常時使用労働者数

⑤欄 雇用保険被保険者数

⑧欄 保険料・一般拠出金算定基礎額

・保険料の円未満の端数は、切捨

・保険関係が「111」の場合、⑭(イ)概算保険料額が40万円以上であれば

３回に延納可能。納付回数は１回か３回のみ。

※⑰延納の申請欄に３回に延納する場合は「３」、それ以外は「１」と 記入する。

↑記入がない場合は１回納付とみなされるので注意。

※確定不足額を足して40万円以上になっても延納はできない。
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【領収済通知書（納付書）】

・申告書からの転記誤りがないよう、金額確認には細心の注意を払うこと。

・各数字の前には、Ｙマーク（横棒一本）を記入。

・内訳、納付額の金額の訂正はできません。

書き損じの際は、新たに納付書を発行してもらってください。

・機械処理に支障をきたしますので、納付書に印書されている所在地・

名称等は訂正しないでください。

名称所在地等変更届の提出をお願いします。
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４ 一括有期事業の年度更新

【「一括有期事業」とは】
同一事業主が年間を通じて一定規模以下の建設事業や立木の伐採事業を行

う場合、それぞれの事業をまとめて一つの保険関係で処理するもの。

令和4年度の申告対象（申告書の書き方（一括有期事業：だいだい色【Ｐ12参照】）

【必要書類】
・一括有期事業報告書

・一括有期事業総括表

・労働保険料申告書

【注意事項】（申告書の書き方（一括有期事業：だいだい色【Ｐ30参照】）

平成30年4月以降の業種番号３１「水力発電施設、ずい道等新設事業」にかかる

労務費率、労災保険料率に誤りがあり令和3年2月に修正された。
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【一括有期事業報告書】

・Ｒ3.4.1～Ｒ4.3.31までに終了した工事のみ記載。

・年度を跨いだ工事に注意。

・原則、事業の種類ごと、開始年度ごとに作成。

【一括有期事業総括表】

・総括表の内容が事業の種類ごと、開始年度ごとに報告書から転記されて

いること。

・メリット対象事業場の場合、メリット早見表参照。
（申告書の書き方（一括有期事業：だいだい色【Ｐ12参照】）

労災保険料率・・・申告書に印字の増減率を該当の業種、工事開始時期にあてはめる。
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【申告書】（申告書の書き方（一括有期事業：だいだい色【Ｐ18～21参照】）

・常用使用労働者数（令和3年度中の1日平均の現場作業員数）

・一括有期総括表から転記

賃金総額（算定基礎額）

確定保険料額

一般拠出金算定基礎額及び一般拠出金額

・延納は３回、基準は概算保険料額が20万円以上。

※ 不足額を足して20万円以上になっても延納はできない。

【領収済通知書（納付書）】
・継続事業に同じ。
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５ 雇用保険の年度更新

【賃金集計表】

・継続事業に同じ

【申告書】

・⑤雇用保険被保険者数を記入。

（「④常時使用労働者数欄」は記入不可）

・一般拠出金は申告対象外

・延納は３回のみで、基準は概算保険料額が20万円以上。

※ 不足額を足して20万円以上になっても延納はできない。
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・労災保険料率が基準料率と異なる。（-40％ ～ +40％）

・申告書の確定及び概算労災保険料率の欄に「メリット増減率」印字

＜要件＞

・連続する３保険年度中の各年度において

①常時使用労働者数が１００人以上

②常時使用労働者数２０人以上１００人未満であって、

労働者数×（基準料率－0.6(非業務災害率））≧ 0.4

③一括有期事業の場合、確定保険料額４０万円以上

・対象労働保険番号事業場へは「労災保険率決定通知書」が申告書に

同封される。
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６ メリット適用事業場



７ 事業廃止

・申告書③欄に廃止年月日及び㉔欄に事業廃止等理由に〇を記入。

注１：役員や家族のみで事業継続するが、労働者が０人となる場合は、

コード「４」（その他）。

注２：事務委託による廃止（コード「２」）の場合は、委託先労働保険番

号を余白に記載。
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８ 口座振替

・対象事業場の申告書上部、及び領収済通知書（納付書）には、

口座振替 表示あり。

・全期・第1期口座振替日 は ９月６日。

・口座振替事業場が事業廃止のときは、納付書により金融機関で

納付が必要。（口座振替されないため）

（全期・第１期口座振替日到来前に事業廃止となる場合も同様。）

・口座振替の新規申込は、申込用紙を金融機関に提出。

（申込期限があるので注意）
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９ 申告書電子申請について
厚生労働省では令和4年度においても、毎年５月及び年度更新期間において「労働保険関係

手続における電子申請の利用促進期間」として、電子申請の周知、利用促進を図っております。

労働保険の電子申請は

 「e-Gov（イーガブ）」
 令和3年度から「ｇBizID（ＧビズＩＤ）」という経済産業省が提供する法人共通認証基盤が
稼働。

【令和４年度の改修内容】
・年度更新申告書の印書について、令和４年度概算保険料に係る「労働保険率」及び「雇用保険率」が

空欄とされている。（紙様式に同じ）

・「概算労働保険料の算定基礎額」、「概算労働保険料率」及び「概算雇用保険料率」が入力不可。

・入力チェック処理、自動計算処理が行われない。

【電子申請様式に係る改修内容の周知について】

厚生労働省ホームページに変更内容についての説明資料の掲載

e-Gov電子申請ウェブサイトで変更内容の周知文書掲載
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【特定法人電子申請義務化】

令和２年４月１日から、特定法人が労働保険の年度更新の申告等を行う場

合は、電子申請で行っていただくこととなった。

（申告書の書き方（継続事業：緑色【Ｐ48参照】）

＜特定の法人とは＞

・資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が１億円を超える法人

・相互会社

・投資法人

・特定目的会社

対象申告書には、申告書上部に 電子申請対象 表示あり。



１０ 共通事項

① 確定保険料額が申告済概算保険料を上回る（不足額が生じる）

場合

・確定不足額、概算保険料、一般拠出金 を申告、納付。

② 確定保険料額が申告済概算保険料を下回る（充当額又は還付額

が生じる）場合

・申告書の30欄：充当意思欄に記入が必要。

「１」労働保険料のみに充当。

「２」一般拠出金のみに充当。

「３」労働保険料及び一般拠出金の両方に充当。
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・３回延納の端数は、第１期分に足すこと。

・差引額＝「申告済概算保険料額(⑱欄印字済)」－「⑩欄(イ) 確定保険料額」

差引額がある場合、申告書の⑳(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに記載となる。

・同じ会社の他の労働保険番号への充当希望の場合は、還付請求書により

意思表示が必要。

・事業主住所氏名記載漏れのないように。（押印は不要。）

・申告書作成チェックポイントで最終確認を。

（申告書の書き方（継続事業：緑色【Ｐ47参照】）

（申告書の書き方（一括有期事業：だいだい色【Ｐ47参照】）

（申告書の書き方（雇用保険：みず色【Ｐ30参照】）
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１１ こんな時は…

【労災や雇用保険対象者が0人(労働者がいない)だが、保険関係を継続したい場合】

・いくらかの概算保険料の申告が必要。
・毎年度、年度更新の手続きを継続することが必要。

【納付書のＹマークを￥（横棒２本）にしてしまったが？】

・銀行で受付できるが、不安であれば納付書再発行を依頼すること。

【例：令和４年４月末で事業廃止となったが？】

・年度更新申告書とは別に、令和４年分の確定申告書も提出して
もらうこと。（年度更新申告は、令和４年４月分を概算保険料額と
して申告する。）
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令和 4 年 度版令和4年4月1日現在

（令和4年４月１日現在）

事業の種類

令和３年度（確定保険料の計算に使用） 令和４年度（概算保険料の計算に使用）※ 1

適用期間（令和 4 年 4 月1日～同年 9 月 30 日）適用期間（令和4年10月1日～令和5年3月31日）

①
被保険者負担率

②
事業主負担率

①＋②
保険率

①
被保険者負担率

②
事業主負担率

①＋②
保険率

①
被保険者負担率

②
事業主負担率

①＋②
保険率

一般の事業 3/1,000 6/1,000 9/1,000 3/1,000 6.5/1,000 9.5/1,000 5/1,000 8.5/1,000 13.5/1,000

農林水産※２

清酒製造の事業 4/1,000 7/1,000 11/1,000 4/1,000 7.5/1,000 11.5/1,000 6/1,000 9.5/1,000 15.5/1,000

建設の事業 4/1,000 8/1,000 12/1,000 4/1,000 8.5/1,000 12.5/1,000 6/1,000 10.5/1,000 16.5/1,000

※ 1　令和 4 年度の雇用保険率については、関係法律の改正法案が国会で成立すれば、上記のとおり改正される予定です。
※ 2　園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖の事業等は除かれ、一般の事業の率が適用されます。

事業の種類の分類 番　号 事　　業　　の　　種　　類 令和3・4年度共通
林 業 02又は03 林業 60/1,000

漁 業
11 海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。） 18/1,000
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 38/1,000

鉱 業

21
金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。）又は石炭
鉱業

88/1,000

23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 16/1,000
24 原油又は天然ガス鉱業 2.5/1,000
25 採石業 49/1,000
26 その他の鉱業 26/1,000

建 設 事 業

31 水力発電施設、ずい道等新設事業 62/1,000
32 道路新設事業 11/1,000
33 舗装工事業 9/1,000
34 鉄道又は軌道新設事業 9/1,000
35 建築事業（既設建築物設備工事業を除く。） 9.5/1,000
38 既設建築物設備工事業 12/1,000
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 6.5/1,000
37 その他の建設事業 15/1,000

製 造 業

41 食料品製造業 6/1,000
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4/1,000
44 木材又は木製品製造業 14/1,000
45 パルプ又は紙製造業 6.5/1,000
46 印刷又は製本業 3.5/1,000
47 化学工業 4.5/1,000
48 ガラス又はセメント製造業 6/1,000
66 コンクリート製造業 13/1,000
62 陶磁器製品製造業 18/1,000
49 その他の窯業又は土石製品製造業 26/1,000
50 金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。） 6.5/1,000
51 非鉄金属精錬業 7/1,000
52 金属材料品製造業（鋳物業を除く。） 5.5/1,000
53 鋳物業 16/1,000

54
金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃物、手工具又は一般金
物製造業及びめっき業を除く。）

10/1,000

63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（めっき業を除く。） 6.5/1,000
55 めっき業 7/1,000

56
機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船
舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。）

5/1,000

57 電気機械器具製造業 2.5/1,000
58 輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。） 4/1,000
59 船舶製造又は修理業 23/1,000
60 計量器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製造業を除く。） 2.5/1,000
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5/1,000
61 その他の製造業 6.5/1,000

運 輸 業

71 交通運輸事業 4/1,000
72 貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。） 9/1,000
73 港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。） 9/1,000
74 港湾荷役業 13/1,000

電 気、ガス、水 道、
又は熱供給の事業

81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3/1,000

そ の 他 の 事 業

95 農業又は海面漁業以外の漁業 13/1,000
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13/1,000
93 ビルメンテナンス業 5.5/1,000
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5/1,000
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5/1,000
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3/1,000
99 金融業、保険業又は不動産業 2.5/1,000
94 その他の各種事業 3/1,000

90 船舶所有者の事業 47/1,000



令和 4 年度の労働保険料等の申告・納付は 7 月 11 日までに
○年度更新とは
　労働保険（労災保険と雇用保険の総称）の保険料は年度ごとに、
あらかじめ概算で申告・納付し、翌年度に確定精算することになっ
ているため、事業主の皆様には、当年度の概算保険料と前年度の
確定保険料等を併せて申告・納付していただくことになります。
　この手続きを「年度更新」といいます。

○令和 4年度の年度更新期間
　6月 1日（水）～ 7月 11 日（月）までとなります。
＊期限までに保険料の申告・納付を行わないと追徴金や延滞金を
徴収されることがあります。

○労働保険料の算出方法
　労働保険料の額は、原則として以下により算出されます。
{ 全ての労働者に支払った賃金の額（賃金総額）※ } × { 保険料率 }
※雇用保険については、被保険者でない者の賃金は除かれます。

保険料の申告・納付に当たっては、次の事項に留意してください。

保険料等算定に当たっての留意事項

＝ 労 働 者 ＝
　労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金
を支払われる者をいいます。
○雇用保険の対象とならない労働者について
　労働者は、常用、パート、アルバイト、派遣等雇用形態にかか
わらず、原則として雇用保険の対象（被保険者）となります。
　ただし、以下のいずれかに該当する者は、雇用保険の被保険者
に該当しないので、雇用保険に係る保険料の算定基礎額から除外
されます。　
・1週間の所定労働時間が 20 時間未満、又は 31 日以上の雇用見
込みがない者（65 歳以上の複数就業者であって雇用保険法第
37 条の 5により被保険者となった場合を除く）
・昼間学生
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
・日雇労働被保険者とならない日雇労働者
・国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用
される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に
より支給を受ける諸給与の内容が雇用保険の失業給付の内容を

超える者
○法人の取締役などの地位にある者の取扱い
　原則として労働者には該当しませんが、以下の者は一般的に労
働者となります。
・労災保険については、業務執行権のない者で、業務執行権のあ
る取締役などの指揮監督を受けて労働に従事し、賃金を得てい
る者

・雇用保険については、取締役であっても同時に部長、支店長な
ど従業員としての身分を有している者で、報酬などの面からみ
て労働者的性格の強い者

＝ 賃金総額 ＝
　労働保険料等の算定基礎となる賃金については、表面「労働保
険料等の算定基礎となる賃金早見表（例示）」を参照してください。
　なお、建設の事業、立木の伐採の事業など一部の事業について
は、労災保険に限り賃金総額の特例が認められています。

＝ 保険料率（令和 4 年 4 月 1 日現在） ＝
　保険料率はそれぞれ事業の種類ごとに、労災保険率は 54、雇用
保険率は 3つの区分に分類されて定められています。それぞれの
事業の保険料率については、表面「労災保険率表」及び「雇用保
険率表」を参照してください。
　保険料の申告・納付に当たっては、事業内容などから現在適用
されている保険料率が適正であるか否かを確認してください。
　また労災保険率のみ、一定規模以上の事業については、労災保
険の業務災害に係る保険給付額等に応じて労災保険率を割増・割
引する制度（いわゆる「メリット制」）があります。

＝ 雇用保険の被保険者負担額 ＝
　雇用保険の被保険者が負担する雇用保険料額は、以下のとおり
です。

（被保険者の賃金総額）×（被保険者負担率※）
※具体的な率は表面「雇用保険率表」でご確認ください。

　被保険者負担分の雇用保険料額に１円未満の端数が生じたと
き、その端数の取扱いは以下のとおりとなります。ただし、慣習
的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。
・被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合
　　50 銭以下は切り捨て、50 銭 1 厘以上は切り上げとなります。
・被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合
　　50 銭未満は切り捨て、50 銭以上は切り上げとなります。

＝ 一般拠出金 ＝
　一般拠出金とは、石綿による健康被害の救済に関する法律によ
り、石綿（アスベスト）健康被害者の救済費用に充てるため、事
業主の皆様にご負担いただくものです。
・一般拠出金の納付は、労働保険の確定保険料の申告に併せて、
申告・納付します。

・一般拠出金率は、業種を問わず一律 1,000 分の 0.02 です。
・一般拠出金率にはメリット料率の適用（割増・割引）はありま
せん。

・一般拠出金には、概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手
続きとなります。また、延納（分割納付）はできません。

＝ 保険料の納付（分割納付） ＝
　保険料の納期限は、原則として 7月 11 日ですが、概算保険料
額が 40 万円（労災保険又は雇用保険のいずれかのみの保険関係
が成立している事業については 20 万円）以上で、延納（分割納付）
を申請した場合には、3期に分けて納付することができます。
　なお、3期に分けて納付する場合の納期限は以下のとおりです。

納期限 労働保険事務の処理を
労働保険事務組合に
委託している場合

1期 令和 4年 7 月 11 日 令和 4年 7 月 11 日
2 期 令和 4年 10 月 31 日 令和 4年 11 月 14 日
3 期 令和 5年 1 月 31日 令和 5年 2 月 14 日

＝ 口座振替納付 ＝
　口座振替の手続をしている継続事業（一括有期事業を含む。）
については、次の振替日に口座振替を行います。

振替日
全期（延納しない場合）
1期（延納する場合） 令和 4年 9 月 6 日

2期 令和 4年 11 月 14 日
3 期 令和 5年 2 月 14 日

　年度更新期間内に保険料等の申告がないと、全期・１期分の口
座振替納付の処理を行うことができませんので、留意してください。

※申告・納付期日である令和 4年 7月 11日（月）は、都道府県労働局・労働基
準監督署・金融機関・郵便局窓口が大変混雑することが予想されますので、
余裕を持った申告・納付をお願いします。

詳しくは、最寄りの都道府県労働局・労働基準監
督署・公共職業安定所にお尋ねください。

厚生労働省・都道府県労働局 ･ 労働基準監督署 ･ 公共職業安定所


